
 

 

令和６年度ものづくり創出支援事業補助金 

公募要領（2次） 

 

 

【公募期間】令和６年 6 月 24 日～令和６年 12 月 20 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【申請前に必ずご一読ください】 

○本事業では、事業計画書等の申請書類を審査し、より優れた事業提案を採択します。申請書類に

不備や不足がないようにご注意ください。 

○事業計画書作成にあたっての不明点は、室蘭テクノセンターまでお問い合わせください。 

○事業内容や対象経費の内容を確認する必要があるため、申請書類をご提出いただく前にご相談

ください。 

○本事業の事業実施期間は、資格取得事業を除き、交付決定日から令和７年２月末日まで、実績報

告書の提出期限は令和７年３月７日となります。 

〇開発案件（事業メニュ-１・２）の公募期間は令和 6 年 9 月 27 日までとなります。 

〇補助上限金額で申請できない場合があります。また予算額に達した時点で公募終了となります。 

〇伊達市の 2 次公募はありません。 

 

 

【応募・問い合わせ先】 

公益財団法人室蘭テクノセンター 企業支援課 

〒050-0083 室蘭市東町４丁目２８番１号 

TEL 0143-45-1188  FAX 0143-45-6636 

URL http://www.murotech.or.jp/ Mail techno@murotech.or.jp 

・申請書類は当センターホームページからダウンロードできます。 

・申請書類の提出は、メール（PDF）でご提出いただくか郵送・持参でご提出 

ください。 

http://www.murotech.or.jp/
mailto:techno@murotech.or.jp
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１．事業の目的  

この補助金は、室蘭市、登別市、伊達市に蓄積された技術、人材その他の産業資源を活用し、創業

製品・技術開発及び事業化、市場開拓並びに人材育成を行う取組を幅広く一体的に支援することに

より、地域中小企業の振興を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的とします。 

 

２．補助対象者  

本補助金の補助対象者は、室蘭市、登別市に事業所を置く中小企業者又は任意の団体です。  

※中小企業者：中小企業基本法第２条第 1 項に定めるものをいう。 

※任意の団体：構成員たる事業者の３分の２以上が中小企業者で、かつ３分の２以上が室蘭市、登

別市内に事業所を有する事業者で組織されている団体をいう。 

※個人事業主の場合は、原則開業届を提出し青色申告している事業主を対象とします。 

※伊達市の 2 次公募はありません。 

 

３．補助対象事業について  

本補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、事業者が主体的に活動し、既存技

術およびノウハウの転用、新たな価値の発掘（新技術、設計、アイディア、デザイン等）を行う取

り組みであることを要件とします。 

※本補助事業期間中に国・道その他の補助事業等と併用する場合、他の補助金等を除いた自己負担

分を本補助事業の補助対象経費として申請することができる場合があります。詳しくは事務局まで

お問い合わせください。 

 

４．補助事業期間  

本補助事業期間は原則として交付決定日から令和７年２月末日までとなります。この期間までに

成果物の完成、支払い等が完了していることが要件です。また実績報告書の提出期限は原則として

令和７年３月７日とします。 

なお、採択決定された案件の遡及期間は採択決定から原則３か月（限度は当該年度４月１日）で

す。各補助事業で条件がありますので詳しくは事務局までお問い合わせください。 

 

５．事業のスキーム  

本事業は室蘭市、登別市、伊達市の協力をもって

実施するものです。本事業に係る資料等は室蘭市、

登別市、伊達市と共有します。 
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６． ものづくり創出支援事業メニューと補助対象経費  

【ものづくり創出支援事業メニュー】 

メニューにより重複して申請できない場合があります。詳しくは事務局にお問い合わせください。 

 

【補助対象経費】 

補助対象経費は事業メニューによって異なります。詳細は以下の表をご参照ください。 

また、以下の条件をすべて満たすものを補助対象とします。 

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

② 補助事業期間内に支払が完了している経費 

③ 証拠書類等によって金額・支払いが確認できる経費 

 

 

 

１.  開発の芽育成支援事業

２．製品・技術事業化支援事業

３．食品開発支援事業

（1）マーケティング調査・デザイン開発

（2）展示会出展・商談会派遣

（3）ホームページ・パンフレット制作

（1）デジタル化診断

（2）デジタルツール導入

（1） 人材教育・研修

（2）資格取得

（3）標準化支援

7.　創業支援事業

４.  市場開拓支援事業

５.  デジタル化促進支援事業

６.  人材育成事業

補助対象者

１年目 80万円

（補助率：4/4） 室蘭工大との共同研究・学術指導の場合＋42万円（上限）

2年目 60万円

（補助率：3/4） 室蘭工大との共同研究・学術指導の場合＋42万円（上限）

備考 室蘭工業大学との共同研究契約は交付決定より原則3か月以内とする

対象となる経費

１.　開発の芽育成支援事業

補助対象事業 補助期間：2年間

事業化等の可能性のある製品・技術の新規開発又は大幅な改善に対

する調査研究事業又は基礎技術確立事業等。なお、製品の完成・出

荷、新技術の確立が認められる場合を除くものとする。

補助限度額と補助率

報償費、旅費交通費、消耗品費、賃借料、委託料、外注加工費、手数料、労務費、その他

特に必要と認める経費

中小企業者等及び任意の団体
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補助対象事業

補助対象者

200万円

室蘭工大との共同研究・学術指導の場合＋42万円（上限）

備考

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：３/4 30万円

＊4．市場開拓支援事業の中では重複して申請できません。

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：3/4 50万円

補助対象事業

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：2/3 50万円　海外出展・団体の場合は70万円

2．製品・技術事業化支援事業

補助対象事業

備考

過去に本事業を活用した開発内容と類似したもの、既存商品の詰め合わせパッケージ、包

装紙などの汎用性のある包装用品は対象外。市場開拓支援事業と同時に申請可能。100個

程度の試作は認めるがそれ以上の印刷は対象外。

４.　市場開拓支援事業　①マーケティング調査・デザイン開発

対象となる経費

４.　市場開拓支援事業　②展示会・商談会派遣

備考

過去に本事業を活用した開発内容と類似したもの、既存商品の詰め合わせパッケージ、包

装紙などの汎用性のある包装用品は対象外。100個程度の試作は認めるがそれ以上の印刷

は対象外。

製品・技術に関するマーケティング調査、新製品のデザイン開発や既成デザイン改善など

の実用化事業等

対象となる経費

３.　食品開発支援事業

補助対象事業

対象となる経費

食品に関する開発であって、以下のいずれかに該当するもの

　①商品・製品の新規開発または改良

　②マーケティング調査、デザイン開発を行う販路拡大事業

報償費、旅費交通費、消耗品費、賃借料、委託料、外注加工費、機械装置費、手数料、労

務費、その他特に必要と認める経費

室蘭工業大学との共同研究契約は交付決定より原則3か月以内とする

報償費、旅費交通費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、賃借料、委託料、外注加工費、手

数料、その他特に必要と認める経費

中小企業者等及び任意の団体

中小企業者等及び任意の団体*

中小企業者等及び任意の団体*

報償費、旅費交通費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、賃借料、委託料、外注加工費、手

数料、その他特に必要と認める経費

中小企業者等及び任意の団体*

補助限度額と補助率 補助率：2/3

市場投入の実現性が高い製品・技術の新規開発又は大幅な改善を行う研究開発事業等。

製品・技術に関わる展示会・商談会派遣等

備考
上限金額内であれば年度内に2回まで利用可能。3年連続して利用できる。2年以上連続し

て申請する場合、2年目・3年目の上限金額は30万円（海外・団体は50万円）

旅費交通費、印刷費、賃借料、出展料、展示工事費、輸送費、委託料、手数料、その他特

に必要と認める経費
対象となる経費
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補助対象事業

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：2/3 10万円　１/2以上を外国語で作成する場合は20万円

対象となる経費

備考

補助対象事業

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：３/4 50万円

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：３/4 50万円

備考 ソフトウエア更新費、目的以外の機器は対象外とする

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：2/3 50万円

対象となる経費

備考 基本的に実技を伴うものとし、セミナー等の単なる講習会は対象外とする

補助対象事業

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：3/4 10万円

対象となる経費

補助対象事業

ソフトウェア導入費、クラウド利用料、消耗品費、賃借料、委託料、機械装置費、手数料、そ

の他特に必要と認める経費
対象となる経費

中小企業者（製造業・建設業等）

受検料・検定料（講習受講に係る費用は除く）、手数料、その他特に必要と認める経費

5.　デジタル化促進支援事業　②デジタルツール導入

6.　人材育成支援事業　①人材教育・研修

6.　人材育成支援事業　②資格取得

自社ホームページ・紹介パンフレット制作

自社の課題解決、生産プロセス・品質向上のためにデジタルツール・システム等の導入を行う

事業

5.　デジタル化促進支援事業　①デジタル化診断

デジタル技術やロボット等を活用し自社の課題解決や生産性向上への取り組みを促進するた

め、診断や導入の事前検証を行う事業

中小企業者（製造業・建設業等）

対象となる経費

４.　市場開拓支援事業　③ホームページ・パンフレット作成

2年に一度の申請

中小企業者等及び任意の団体*

委託料、手数料、その他特に必要と認める経費

クラウド利用料、消耗品費、賃借料、委託費、手数料、その他特に必要と認める経費（DX化

診断、情報セキュリティ診断、産業用ロボット導入事前検証、自動化事前検証等にかかる経

費）

コンサルタント、診断を行う個人事業主・企業は事業内容の提出（パンフレット、HP、過去

の実績等）、またはSIer協会等会員、ITコーディネーター等の資格を有すること

公募期間内であれば年度内、受検後の申請可。資格試験の合否に関わらず対象経費とする。た

だし申請時に合否が判明していないものに限る。当該資格の新規取得のみを対象（資格の更新

は対象外）とする。同一人物、同一資格試験に対する助成は5年間で3回までとする。

中小企業者等及び任意の団体*

中小企業者

報償費、旅費交通費、研修費、手数料、その他特に必要と認める経費

補助対象事業

備考

備考

*対象とならない業種もあります。詳しくは事務局までお問い合わせください。

*対象とならない業種もあります。詳しくは事務局までお問い合わせください。

技術・技能・デザイン開発などの習得のため先進企業や試験研究機関へ技術者を派遣、又は専

門家技術者の招聘等による人材育成、研修事業等。

補助対象資格は技能士・その他　別表に定める資格
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補助対象事業

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：3/4 10万円

対象となる経費

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：3/4 20万円

備考

補助対象者

補助限度額と補助率 補助率：2/3 5万円/月

備考

ものづくりに関する事業（製造業、建設業、情報サービス業、学術

研究、専門・技術サービス業等）展開のため新規に開設する事務所

経費

補助期間：２ヶ年以内補助対象事業

光熱費（基本料金のみ）、通信運搬費（基本料金のみ）、賃借料（家賃・事務機器賃

借）、手数料、その他特に必要と認める経費
対象となる経費

創業2年以内の中小企業者

補助対象事業

ソフトウェア導入費、クラウド利用料、消耗品費、賃借料、外注費、手数料、その他特に

必要と認める経費
対象となる経費

受検料・検定料（講習受講に係る費用は除く）、手数料、その他特に必要と認める経費

中小企業者*

6.　人材育成支援事業　②資格取得

*対象とならない業種もあります。詳しくは事務局までお問い合わせください。

6.　人材育成支援事業　③標準化支援

7.　創業支援事業

公募期間内であれば年度内、受検後の申請可。資格試験の合否に関わらず対象経費とす

る。ただし申請時に合否が判明していないものに限る。当該資格の新規取得のみを対象

（資格の更新は対象外）とする。同一人物、同一資格試験に対する助成は5年間で3回まで

とする。

中小企業者

備考

補助対象資格は技能士・その他　別表に定める資格

技術継承、人材育成のためにマニュアル作成ツール導入等により基礎技能等の標準化を行

う事業
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別表（6.人材育成支援事業 ②資格取得） 
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７．手続きの概要  

手続きは事業によって異なります。手続きの概要につきましては、下図をご参照ください。 

８. 公募申請および選考採択  

８－１ 公募書類の提出 

本募集で指定する事業計画書の様式を使用してください。申請書類は当センターホームページか

らダウンロードできます。提出必要書類は以下のとおりです。 

① 公募申請書 

② 事業計画書 

③ 予算書 

④ 委託先の概要書（必要な場合） 

８－２ 選考 

選考は事務局、ならびに外部審議会によって行います。 

① 書類審査 

事業計画書等の申請書類に基づき審査し、より優れた事業計画を採択します。提出書類に不

備や不足がないようにご注意ください。 

② 外部審査会による審査 

⚫ 室蘭市、登別市、伊達市、室蘭工業大学その他外部有識者等による審査会において事業内
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容を審査します。 

⚫ 審査会では、申請事業者がパワーポイント等の資料を用い、事業の目的や内容についての

プレゼンテーションを行っていただきます。（発表１０分、質疑応答５分程度）。 

⚫ 審査会は日程が決まり次第ご連絡致します。 

⚫ 審査会を欠席された場合には、不採択となりますのでご注意ください。審査委員会は非公

開です。 

⚫ 審査の内容に関するお問い合わせには応じかねます。 

８－３ 採択 

審査結果に関しては採択の可否を書面で通知します。採択の通知後、採択された方は交付申請に

係る手続きをしてください。採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額が減額され

る場合があります。 

 

９.交付申請および交付決定  

９－１ 交付申請 

以下の申請書類を提出してください。補助金の交付予定額は申請書類等を精査し事務局が交付決

定通知書により決定、通知します。事業によって必要書類が異なります。次表をご参照ください。 

９－２ 交付決定 

（

様

式

第

1

号

）

補

助

金

交

付

申

請

書

（

様

式

第

2

号

）

事

業

計

画

書

・

別

紙

（

様

式

第

3

号

）

予

算

書

市

税

の

滞

納

無

し

証

明

書

委

託

先

の

概

要

書

・

ツ

ー

ル

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

見

積

書

*

展

示

会

・

商

談

会

の

概

要

書

受

検

す

る

資

格

の

概

要

書

創

業

す

る

会

社

の

事

業

計

画

書

創

業

す

る

会

社

の

収

支

計

画

書

事

務

所

経

費

を

明

ら

か

に

す

る

書

類

１.  開発の芽育成支援事業 ○ ○ ○ ○ (○） (○）

２．製品・技術事業化支援事業 ○ ○ ○ ○ (○） (○）

３．食品開発支援事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（1）マーケティング調査・デザイン開発 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（2）展示会出展・商談会派遣 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（3）ホームページ・パンフレット制作 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（1）デジタル化診断 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（2）デジタルツール導入 ○ ○ ○ ○ ○ (○）

（1） 人材教育・研修 ○ ○ ○ ○ ○

（2）資格取得 ○ ○ ○ ○ ○

（3）標準化支援 ○ ○ ○ ○ ○ (○）

7.　創業支援事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４.  市場開拓支援事業

５.  デジタル化促進支援事業

６.  人材育成事業

＊３０万以上は２社以上の相見積もり、または選定理由書を事業終了時までに提出
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提出された書類を事務局で審査し、その後、補助金交付予定額の決定を行います。なお、補助金交

付決定額は補助限度額を明示するものであり、補助金支払い額を確約するものではありません。経費

が予定を超過した場合、補助金交付決定額を増額することはできませんのでご注意ください。交付決

定時には、原則として企業名、代表者名、事業計画名等を公表させていただきます。 

 

１０. その他  

本事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない経費は補助対象と

はなりませんのでご注意ください。  

補助事業実施期間中に不明点等が発生した場合は、必ず当センターにご相談ください。 


